
市民部　生活環境課
995-1816

■ペットの飼育について
　�　犬や猫などのペットを飼っている方は、他人に迷

惑をかけないように飼育する責任があります。習性

をよく理解し、家族の一員として愛情を持って飼い

ましょう。

■犬を飼っている方へ
　生後 91 日以上の犬を飼い始めたら、30 日以内に登

録をしてください（登録は生涯に一度）。登録には登

録料 3,000 円と印鑑が必要です。交付された鑑札は、

必ず犬に付けてください（迷子札になります）。

　また、犬には毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。

４月の集合注射か、動物病院で注射をし、注射済票の

交付を受けてください。注射済票の交付を受けないと

注射が済んだ記録が残りませんので、必ず手続きをし

てください。注射未接種の犬の飼い主には、市からハ

ガキや電話で連絡をすることがあります。

※�下表の動物病院以外で注射をする場合は、生活環境

課で注射済票の交付を受けてください。その際、注

射済証明書、愛犬手帳、手数料 550 円が必要とな

ります。

裾野市の狂犬病予防注射済票を交付している動物病院
裾野市 パル動物病院

駿東獣医師会加盟病院

沼津市

ウインディアニマルクリニック
大岡どうぶつ病院 宮田動物病院
大庭犬猫病院 さくら動物病院
たま動物病院 片浜どうぶつ病院

御殿場市 ユウ動物病院
清水町 ヤシの実どうぶつ病院 石井動物クリニック

長泉町 ながいずみ動物病院 下土狩どうぶつ病院
すぎさわ動物病院

こんなときは届出が必要です
①飼い主が変わったとき　②飼い犬が死亡したとき　

③飼い犬が行方不明になったとき　④飼い犬が人をか

んだとき　⑤そのほか登録事項に変更があったとき

■猫を飼っている方へ
　猫を屋外で飼うと、近隣に迷惑をかけるだけでなく、

病気や交通事故などの危険がいっぱいです。猫は上下

に動ける空間と適度な遊び、そして飼い主の愛情とコ

ミュニケーションがあれば、室内でもストレスなく飼

うことができます。

　また、子猫を捨てたりすることは犯罪です（50 万

円以下の罰金：動物の愛護及び管理に関する法律第

44 条）。繁殖を望まない場合は、去勢・不妊手術をし

ましょう。手術によって、病気の予防や、発情期の異

様な鳴き声、放浪癖、けんかなどを抑止することがで

きます。性格が穏やかになり長生きするとも言われて

います。

飼い主のいない猫にも去勢・不妊手術費用を助成します
猫の去勢・不妊手術補助金

　去勢・不妊手術をせずに飼い主のいない猫にエサを与えると、猫がどんどん

増え近隣に迷惑をかけてしまいます。エサを与える場合は手術をし、食べ残し

やフンの始末を忘れず、近隣の理解を得るようにしましょう。

補助金を受けられる方 対　　象 内　　容

①市内にお住まいの方
②市内の区と団体

①飼い猫
②市内の飼い主のいない猫
③市内の地域猫

手術に要した費用
限度額／オス▶5,000円、メス▶10,000円
※�飼い主のいない猫と地域猫は同時に耳カット（去勢不妊手術済であ
る印）と、申請書裏面の第三者の証明が必要です。

申 請 方 法
手術を行った日から60日以内に生活環境課に申請してください。
申請に必要なもの　●申請書　●獣医師の証明書　●領収書の写し　●印鑑●請求書
　　　　　　　　　●申請者の振込口座がわかるもの

大切なペットの命は飼い主が守りましょう

　所有者不明で保健所で保護された動物は、一定

期間収容され飼い主の申し出を待ちます。飼い主

が現れない場合、新しい飼い主が見つかることは

ごくわずかです。飼い犬などがいなくなったら「い

つか帰ってくるだろう」と思わず、すぐに探して

ください。市役所や保健所に保護されている場合

もありますので、忘れずに連絡してください（近

隣の市町にも連絡してください）。

連絡先　生 活 環 境 課　995-1816
　　　　東部保健所衛生薬務課　920-2102
　　　　裾 野 警 察 署　995-0110

ぼくたちが

いなくなったら

すぐに探してね！

市役所や保健所にも

連絡してね！
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